
平成２８年度市民参加推進調査シート 新規・継続

■ □
■ □
□ □
□ □
■ □

２　市民参加方法の予定と実績

【審議会等】

■ □ □ □

【パブリックコメント】

件
件
件

１　概要

対象事項の
概要

第5次行政改革大綱が終了するが、引き続き安城市として行政改革に取り組んでいく必要があるた
め第6次行政改革大綱として新たな指針を策定し、行政改革に取り組んでいく

実施期間 平成２８年２月　～　平成２９年３月

№ 1 対象事項 第6次行政改革大綱の策定

部課名 企画部経営管理課 対象区分 （２）計画の策定・変更

予　定 実　績

委員任期 H27.4.1～H29.3.31 委員任期

ワークショップ

その他（市民を対象としたアンケート　　　　　　　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

備考
アンケートについては、5次行政改革大綱の取組み項目に対する満足度を調査するが、そ
の結果を踏まえ6次大綱に反映させる。

審議会等の名称

市民参加の
手法

予　定 実　績
審議会等 審議会等

パブリックコメント パブリックコメント

市民説明会 市民説明会

ワークショップ

行政改革審議会

回数 未定 回数

内容 大綱策定、実行プラン策定について 内容

委員構成内訳
学識経験者：2名、市民：3名
公的団体代表者：3名、市長が認めた者：
1名

委員構成内訳

開催日 5月、7月、10月、以降未定 開催日

周知方法 安城市ウェブサイト 周知方法

備考 備考

会議の公開 公開 非公開 会議の公開 公開 非公開

日数 30日間 日数

周知方法
（設置場所）

広報あんじょう、ウェブサイト、公民館等
市の施設（１２箇所）、市民協働課窓口、
市政情報コーナー

周知方法
（設置場所）

予　定 実　績

意見募集期間 平成28年9・10月頃 意見募集期間 Ｈ　　年　　月　　日 ～ Ｈ　　年　　月　　日

想定件数 5件 提出件数 件　　　人

工夫点

・市の施設等に設置し、より多くの市民の
目にふれるようにする
・閲覧用だけでなく、貸し出し用も用意を
する

意見の反映
案を修正した　　
案を修正しなかった
感想、対象事項以外の意見等

備考 備考

反映した
主な意見

結果公表時期 平成28年11月頃 結果公表時期

設置根拠 法律・条例

資料２ 
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【アンケート】

予　定 実　績

平成28年5,6月頃 調査時期

調査対象 市内在住の20歳以上の男女 調査対象

抽出方法 無作為抽出 抽出方法

３　対象年度以外での市民参加の実績と予定について

＜平成２７年度実績＞
行政改革審議会１回（３月頃開催予定）

活用方法 6次大綱への反映
反映した
主な意見

備考 備考

配布数 3,000枚 配布数

回収数 1,300枚　　　　　　　（回収率43％） 回収数 　　　　　　　　　　　（回収率　　％）

調査方法 調査票行連送付、郵送回収 調査方法

調査時期
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平成２８年度　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）　

№ 1 対象事項 第6次行政改革大綱の策定 担当課 経営管理課

上記の理由 市の現状に合わせて策定できるため。

【事業概要及びスケジュール】

　　　安城市として行政改革を引き続き取り組んでいく必要性（安城市の今後の状況、国の動向、社会情勢の変化等）から、
　第５次行政改革大綱に引き続き、第６次行政改革大綱を策定予定。

　■計画期間　平成２９年度～平成３３年度（５年間）

予算額 3,479千円 対象市民 全安城市民

意見を反映できる余地 余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない

資料２ 

3



平成２８年度市民参加推進調査シート 新規・継続

□ □
■ □
□ □
□ □
□ □

２　市民参加方法の予定と実績

【パブリックコメント】

件
件
件

備考 備考

３　対象年度以外での市民参加の実績と予定について

なし

想定件数 ５件 提出件数 件　　　人

工夫点

・市の施設等に設置し、より多くの市民の
目にふれるようにする
・閲覧用だけでなく、貸し出し用も用意を
する

意見の反映
案を修正した　　
案を修正しなかった
感想、対象事項以外の意見等

反映した
主な意見

結果公表時期 平成２９年３月下旬 結果公表時期

予　定 実　績

意見募集期間 平成２８年１２月頃 意見募集期間 Ｈ　　年　　月　　日 ～ Ｈ　　年　　月　　日

日数 ３０日間 日数

周知方法
（設置場所）

広報あんじょう、ウェブサイト、公民館等
市の施設（１２箇所）、経営管理課窓口、
市政情報コーナー

周知方法
（設置場所）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

備考

市民参加の
手法

予　定 実　績
審議会等 審議会等

パブリックコメント パブリックコメント

市民説明会 市民説明会

ワークショップ

№ 2 対象事項 安城市公共施設等総合管理計画の策定

部課名 企画部経営管理課 対象区分 （２）計画の策定・変更

ワークショップ

１　概要

対象事項の
概要

総務省の策定方針に基づき、安城市のインフラ施設を含めた公共施設等総合管理計画を、平成２８
年度中に策定する。

実施期間 平成２８年４月　～　平成２９年３月

資料２ 
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上記の理由
国の策定方針に従い策定する計画で、安城市の計画内容も方針に基づいたものであり裁量
度が低いため。

【事業概要及びスケジュール】

予算額 5,000千円 対象市民 全安城市民

意見を反映できる余地 余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない

平成２８年度　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）　

№ 2 対象事項 安城市公共施設等総合管理計画の策定 担当課 経営管理課

■計画（条例）の概要 
  総務省の策定方針に基づき、安城市の土木インフラ施設（道路、河川、下水道など）を含めた公共施設等の管理計画を策定する。 

  【総務省策定方針】 

  ・公共施設等の現況及び将来の見通し  ・公共施設等の管理に関する基本的な考え方   ・点検・診断等の実施方針  など 

 
 
 
 
 
 

■策定（制定）の根拠（背景） 

   総務省による「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」（平成２６年４月２２日付総財務第７４号総務大臣通知）により、 

 全国の自治体に平成２８年度末までに策定を要請された計画。 

■計画期間 平成２９年度～平成５８年度（３０年間）予定 

■策定期間における市民参加のスケジュール 

   平成２８年１２月頃に、計画素案についてパブリックコメントを実施予定。結果は３月に公表予定。 

 
 
 

安城市公共施設等総合管理計画とは・・・ 

所有施設等の現状や課題を把握・分析し、施設全体の管理に関する基本的な方針を決める計画 

※実際に施設の統廃合等がある場合は、個別に計画していく予定。  

資料２ 
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平成２８年度市民参加推進調査シート 新規・継続

■ □
□ □
□ □
□ □
■ □

２　市民参加方法の予定と実績

【審議会等】

■ □ □ □

【アンケート】

配布数
①２,０００人　②１００社
③２５０人　　④７９町内会

配布数

回収数 ９７２枚　　　　　（回収率４８．６％） 回収数 　　　　　　　　　　　（回収率　　％）

調査方法 調査票行連送付、郵送回収 調査方法

調査時期 平成２８年8月頃 調査時期

調査対象

①市内在住１８歳以上の男女
②市内事業所
③市内高校生
④町内会

調査対象

抽出方法

①無作為抽出
②未定
③市内高校へ依頼
④全町内会

抽出方法

予　定 実　績

周知方法 安城市ウェブサイト 周知方法

備考 備考

会議の公開 公開 非公開 会議の公開 公開 非公開

回数 3回 回数

内容
・アンケート調査について
・第３次計画中間総括
・ヒアリングについて

内容

委員構成内訳
市民公募：４人、学識経験者：１人、公共
的団体：１人、企業関係：４人、市民活動
団体：２人、教育関係：１人

委員構成内訳

開催日 7月、10月、２月 開催日

予　定 実　績

委員任期 Ｈ28.4.1～Ｈ30.3.31 委員任期

ワークショップ

その他（アンケート、事業所・中学生等へのヒアリング　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

備考

審議会等の名称 安城市男女共同参画審議会 設置根拠 法律・条例

市民参加の
手法

予　定 実　績
審議会等 審議会等

パブリックコメント パブリックコメント

市民説明会 市民説明会

ワークショップ

１　概要

対象事項の
概要

安城市男女共同参画推進条例第１０条に基づき、第４次安城市男女共同参画プランを策定する。

実施期間 平成２８年４月　～　平成３０年３月

№ 3 対象事項 第４次安城市男女共同参画プランの策定

部課名 市民生活部市民協働課 対象区分 （２）計画の策定・変更

資料２ 
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活用方法
安城市の現状と課題を把握し、施策に反
映させていく

反映した
主な意見

備考
ヒアリングについては、アンケートに回答
いただいた中から、市内事業所５社程度
と市民活動団体３団体程度に実施する。

備考

３　対象年度以外での市民参加の実績と予定について

＜平成２９年度予定＞
審議会の開催（４回程度）
パブリックコメントの実施
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2月 審議会③ 3月 審議会⑦

10月 審議会② 12月 審議会⑥

12月 ヒアリング 1月 パブリックコメント

7月 審議会① 5月 審議会④

8月 アンケート 9月 審議会⑤

月 内容 月 内容

予算額 5,895千円 対象市民 全安城市民

意見を反映できる余地 余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない

上記の理由 国や県の方針はあるが、市の現状に合わせて策定できるため。

【事業概要及びスケジュール】

28年度予定 29年度予定

平成２８年度　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）　

№ 3 対象事項 第４次安城市男女共同参プランの策定 担当課 市民生活部市民協働課

■計画（条例）の概要 
  男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための計画 

■プランの位置づけ 

   

 
 
 
 
 
 

■プラン期間  平成３０年度～平成３４年度（５年間） 
 

・男女共同参画社会基本法第１４条第３項（努力義務） 

・安城市男女共同参画推進条例（義務） 
 
 ＋ 安城市ＤＶ基本計画 女性活躍推進法に基づく推進計画 

■策定期間における市民参加のスケジュール 

アンケート結果 

ヒアリング結果 

これまでのフォー

ラム等でのワーク

ショップの意見 

男
女
共
同
参
画
審
議
会

 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

 

策
定

 

■市民参加の反映の流れ 

【男女共同参画とは・・・】 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思

によって家庭、地域、学校、職場その他の社会の

あらゆる分野における活動に参画する機会が確

保され、男女が均等に政治的、経済的、社会的

及び文化的利益を享受することができること。 

資料２ 
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平成２８年度市民参加推進調査シート 新規

■ □
□ □
□ □
■ □
■ □

２　市民参加方法の予定と実績

【審議会等】

■ □ □ □

【ワークショップ】

■ □ □ □

周知方法 広報あんじょう、ウェブサイト等 周知方法

公開 公開 非公開 公開 公開 非公開

人数 未定 人数

構成内訳 主に地縁型組織と市民活動団体の関係者 構成内訳

場所 市民交流センター 場所

内容 地縁とテーマ型の協働について 内容

開催日 ９月頃 開催日

回数 １回 回数

予　定 実　績

周知方法 安城市ウェブサイト 周知方法

備考 備考

会議の公開 公開 非公開 会議の公開 公開 非公開

回数 ２回 回数

内容
・アンケート調査について
・１次計画中間総括
・次期プランの方向性（骨子）について

内容

委員構成内訳
企業関係者：２名、公共団体関係者：３名
市民活動団体：５名、市民公募：３名
学識経験者：１名

委員構成内訳

開催日 ６月、１月 開催日

予　定 実　績

委員任期 H26.11.1～H28.10.31 委員任期

ワークショップ

その他（アンケート・フォーラム） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

備考

審議会等の名称 安城市市民協働推進会議 設置根拠 法律・条例

市民参加の
手法

予　定 実　績
審議会等 審議会等

パブリックコメント パブリックコメント

市民説明会 市民説明会

ワークショップ

１　概要

対象事項の
概要

安城市市民協働推進条例第８条及び第９条に基づき次期安城市市民協働推進計画を策定する。

実施期間 平成２８年４月　～　平成３０年３月

№ 4 対象事項 次期安城市市民協働推進計画の策定

部課名 市民生活部市民協働課 対象区分 （２）計画の策定・変更

資料２ 
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【アンケート】

【フォーラム】

■ □ □ □

備考 備考

３　対象年度以外での市民参加の実績と予定について

＜平成２９年度予定＞
審議会の開催（５回程度）
ワークショップ（５回程度）
パブリックコメント

周知方法 広報あんじょう、ウェブサイト 周知方法

活用方法 プラン策定に関する基礎資料 活用方法

構成内訳 主に地縁型組織と市民活動団体の関係者 構成内訳

公開 公開 非公開 公開 公開 非公開

内容 地縁とテーマ型の協働について 内容

人数 未定 人数

回数 １回 回数

場所 市民交流センター 場所

予　定 実　績

開催日 ９月 開催日

活用方法 安城市の現状と課題を把握する
反映した
主な意見

備考 備考

配布数 ①２，０００人②約４５０団体③７９町内会 配布数

回収数 １,０３３枚　　　　　（回収率５１．６５％） 回収数 　　　　　　　　　　　（回収率　　％）

調査方法 調査票行連送付、郵送回収 調査方法

調査時期 平成２８年8月頃 調査時期

調査対象
①安城市住民
②市民活動団体
③町内会

調査対象

抽出方法

①無作為抽出
②市民活動センター及び社協ボランティ
アセンター登録団体
③市内全町内会

抽出方法

備考 備考

予　定 実　績

活用方法 プラン策定に関わる基礎資料
反映した
主な意見
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上記の理由 市の現状に合わせて策定できるため。

【事業概要及びスケジュール】

Ｈ２８年度 Ｈ２９年度

予算額 3,675千円 対象市民 全安城市民

意見を反映できる余地 余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない

平成２８年度　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）　

№ 4 対象事項 次期安城市市民協働推進計画の策定 担当課 市民生活部市民協働課

■計画（条例）の概要 
  地域の課題を解決するために、市民、地域団体、市民活動団体、事業者及び市が、それぞれの特性を生かして、 

  協力しながら、まちづくりを進めていくための計画 

 

■プランの位置づけ 

   

 

・「安城市自治基本条例」 

・「安城市市民協働推進条例」 

■策定期間における市民参加のスケジュール 

アンケート実施 

①審議会 ②審議会 

結果分析及び課題抽出 

フォーラム＆ワークショップ 

③審議会 ⑥審議会 ⑦審議会 ④審議会 ⑤審議会 

①ﾜｰｸ ②ﾜｰｸ ③ﾜｰｸ ④ﾜｰｸ ⑤ﾜｰｸ パブコメ 

素案完成 

■計画期間 平成３０年度～平成３４年度（５年間） 

■現行プランの基本方針 
 ①市民協働に関する情報の収集及び提供       ②市民協働の担い手の育成 

 ③市民活動がしやすい環境整備と活動の支援     ④市民協働の推進対戦の充実、仕組みづくり 

資料２ 
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平成２８年度市民参加推進調査シート 新規・継続

■ □
■ □
□ □
□ □
□ □

２　市民参加方法の予定と実績

【審議会等】

■ □ □ □

【パブリックコメント】

件
件
件

備考 備考

３　対象年度以外での市民参加の実績と予定について
    なし

反映した
主な意見

結果公表時期 平成２９年２月上旬 結果公表時期

想定件数 ５件 提出件数 件　　　人

工夫点

・市の施設等に設置し、より多くの市民の
目にふれるようにする
・閲覧用だけでなく、貸し出し用も用意を
する

意見の反映
案を修正した　　
案を修正しなかった
感想、対象事項以外の意見等

日数 ３０日間 日数

周知方法
（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイト、文
化センター及び地区公民館（１１箇所）、
市民安全課窓口

周知方法
（設置場所）

予　定 実　績

意見募集期間 平成２８年１２月頃 意見募集期間 Ｈ　　年　　月　　日 ～ Ｈ　　年　　月　　日

周知方法 市公式ウェブサイト 周知方法

備考 備考

会議の公開 公開 非公開 会議の公開 公開 非公開

回数 ２回 回数

内容 素案の検討、パブリックコメントについて 内容

委員構成内訳
市長及び国、県、市の職員のうちから市
長が委嘱する者：１３人、市民委員：２人

委員構成内訳

開催日 １１月、３月 開催日

予　定 実　績

委員任期 審議期間 委員任期

ワークショップ

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

備考

審議会等の名称 安城市交通安全対策会議 設置根拠 法律・条例

市民参加の
手法

予　定 実　績
審議会等 審議会等

パブリックコメント パブリックコメント

市民説明会 市民説明会

ワークショップ

１　概要

対象事項の
概要

交通安全対策基本法第２６条に基づき、第１０次安城市交通安全計画を策定する。

実施期間 平成２８年４月　～　平成２９年３月

№ 5 対象事項 第１０次安城市交通安全計画の策定

部課名 市民安全課 対象区分 （２）計画の策定・変更

資料２ 
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平成２８年１１月　第１回対策会議
平成２８年１２月　パブリックコメント
平成２９年３月　第２回対策会議

「市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村交通安全計画を作成するように努めるものとする。」

安城市交通安全対策会議条例第２条
「会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
（１）　安城市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。」

■　計画期間　　平成２８年度～平成３２年度（５年間）

■　策定期間における市民参加のスケジュール

交通安全対策基本法第２６条第１項

予算額 約３０千円 対象市民 全安城市民

意見を反映できる余地 余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない

上記の理由 国、県の上位計画はあるが、市の現状に合わせて策定できる。

■　計画の概要
交通安全に係る各種施策を総合的かつ計画的に実施していくための計画

■　策定の根拠

平成２８年度　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）　

№ 5 対象事項 第１０次安城市交通安全計画の策定 担当課 市民安全課

資料２ 
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平成２８年度市民参加推進調査シート 新規・継続

□ □
■ □
□ □
■ □
□ □

２　市民参加方法の予定と実績

【パブリックコメント】

件
件
件

【ワークショップ】

■ □ □ □

周知方法 周知方法

公開 公開 非公開 公開 公開 非公開

人数 約８０名 人数

構成内訳
減災まちづくり研究会会員
※様式1-2に詳細記載

構成内訳

場所 文化センター 場所

内容 ・アクションプランに対する意見、提言 内容

開催日 ６，９，２月 開催日

回数 ３回 回数

備考 備考

予　定 実　績

反映した
主な意見

結果公表時期 平成２９年２月下旬 結果公表時期

想定件数 ５件 提出件数 件　　　人

工夫点

・市の施設等に設置し、より多くの市民の
目にふれるようにする
・閲覧用だけでなく、貸し出し用も用意を
する

意見の反映
案を修正した　　
案を修正しなかった
感想、対象事項以外の意見等

日数 ３０日 日数

周知方法
（設置場所）

広報あんじょう、ウェブサイト、公民館等
市の施設（１２箇所）、市民協働課窓口、
市政情報コーナー

周知方法
（設置場所）

予　定 実　績

意見募集期間 平成２８年１１月 意見募集期間 Ｈ　　年　　月　　日 ～ Ｈ　　年　　月　　日

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

備考

市民参加の
手法

予　定 実　績
審議会等 審議会等

パブリックコメント パブリックコメント

市民説明会 市民説明会

ワークショップ ワークショップ

１　概要

対象事項の
概要

各部局における地震防災・減災に関する施策を逃亡し、総合的かつ計画的に推進する行動計画とし
て、安城市地震対策アクションプランを策定する。

実施期間 平成２８年１月～平成２９年３月

№ 6 対象事項 安城市地震対策アクションプランの策定

部課名 市民生活部危機管理課 対象区分 （２）計画の策定・変更

資料２ 
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備考 備考

３　対象年度以外での市民参加の実績と予定について

　＜平成２７年度予定＞
　　・市民アンケートを２，０００人に実施。（無作為抽出）　※平成２８年２月実施予定
　　・ｅモニタを実施。　※平成２８年１月実施予定
　　・減災まちづくり研究会へのプラン概要説明　※平成２８年３月実施予定

活用方法 プラン策定のための資料
反映した
主な意見
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上記の理由 市の現状に合わせて策定できるため

【事業概要及びスケジュール】

　■計画策定の目的
　　　　本市における新たな南海トラフ巨大地震の被害想定を踏まえ、各部局における地震防災・減災に関する施策を統合
　　　し、総合的かつ計画的に推進する行動計画として、安城市地震対策アクションプランを策定します。
　■計画の概要
　　　　「命を守る」「生活を守る」「社会機能を守る」「迅速な復旧・復興を目指す」「防災力を高める」という５つの項目での計
　　　画の施策体系を検討します。
　　　　計画策定にあたっては、「命を守る」ことを最優先課題とし、ソフト対策とハード対策を効果的に組み合わせ、確実に
　　　地震対策を推進します。
　■計画期間　平成２９年度～平成３５年度（７年間）
　■市民参加のスケジュール

予算額 ６００万円 対象市民 全安城市民

意見を反映できる余地 余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない

平成２８年度　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）　

№ 6 対象事項 安城市地震対策アクションプランの策定 担当課 市民生活部危機管理課

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

市民参加 ● ● ● ● ● ● ●

平成27年度 平成28年度

eモニター・市民アンケート・減災まちづくり研究会 減災まちづくり研究会 減災まちづくり研究会 パブリックコメント 減災まちづくり研究会

※減災まちづくり研究会とは・・・安城市制６０周年記念事業の「安城市民防災フェア６０」をきっかけに、市内の企業などによる減災まちづくりのた

めにつくられた会。現在は、７８団体（企業、官庁、自主防災組織、福祉・ボランティア団体、医療機関、保健機関、防災啓発グループ等）が参加し

ている。 

資料２ 
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平成２８年度市民参加推進調査シート 新規・継続

■ □
□ □
□ □
■ □
■ □

２　市民参加方法の予定と実績

【審議会等】

■ □ □ □

【ワークショップ】

■ □ □ □

周知方法 市公式ウェブサイト 周知方法

公開 公開 非公開 公開 公開 非公開

人数 ３０人 人数

構成内訳
高齢者：１０人(シルバー、老人クラブ等か
ら推薦)、介護支援専門員：１０人、介護保
険事業従事者：１０人

構成内訳

場所 安城市役所会議室 場所

内容 あんジョイプラン８について 内容

開催日 平成２９年１月・３月 開催日

回数 延べ８回（４グループ、各２回） 回数

予　定 実　績

周知方法 安城市公式ウェブサイト 周知方法

備考 備考

会議の公開 公開 非公開 会議の公開 公開 非公開

回数 ２回 回数

内容 素案検討 内容

委員構成内訳

学識経験者１名、医療関係者５名、保健
関係者１名、福祉関係者４名、被保険者
代表３名（内市民公募：２名）、介護サービ
ス事業者等１名

委員構成内訳

開催日 ９月、２月 開催日

予　定 実　績

委員任期 審議期間（H28.9.1～H30.3.31） 委員任期

ワークショップ

その他（　アンケート　　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

備考

審議会等の名称 あんジョイプラン策定委員会 設置根拠 法律・条例

市民参加の
手法

予　定 実　績
審議会等 審議会等

パブリックコメント パブリックコメント

市民説明会 市民説明会

ワークショップ

１　概要

対象事項の
概要

高齢者の福祉全般にわたる施策に関する高齢者福祉計画及び介護保険事業運営の基本となる介
護保険事業計画を策定

実施期間 平成２８年９月　～　平成３０年３月

№ 7 対象事項 あんジョイプラン８の策定

部課名 福祉部高齢福祉課 対象区分 （２）計画の策定・変更

資料２ 
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【アンケート】

活用方法 安城市の現状把握
反映した
主な意見

備考 備考

３　対象年度以外での市民参加の実績と予定について
○予定
　・審議会等（５回）　平成２９年８月、９月、１１月、平成３０年１月、２月頃
　・ワークショップ（１回）　平成２９年１０月頃
　・パブリックコメント　　　平成２９年１２月頃

配布数 ①2,000人、②約4,000人、③約700人 配布数

回収数 ①約75％、②約65％、③約85％ 回収数 　　　　　　　　　　　（回収率　　％）

調査方法
①②郵送配布・回収、③施設職員による
聞き取り

調査方法

調査時期 H２８.５月頃 調査時期

調査対象
①一般高齢者、②要支援・要介護認定
者、③施設サービス利用者

調査対象

抽出方法 ①無作為抽出、②③全数調査 抽出方法

備考 備考

予　定 実　績

活用方法 プラン策定のための基礎資料
反映した
主な意見
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平成２８年度　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）　

№ 7 対象事項 あんジョイプラン８の策定 担当課 高齢福祉課

予算額 ５，８４４千円 対象市民 第１号被保険者（約３万５千人）及び要介護認定者（約５千人）及びその家族

意見を反映できる余地 余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない

3月

上記の理由 国の方針はあるが、市の現状に合わせて策定できるため。

【事業概要及びスケジュール】

Ｈ28年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

Ｈ29年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

■計画の概要 
  高齢者の福祉全般にわたる施策に関する高齢者福祉計画及び介護保険事業運営の基本となる介護保険事業計画を合わせて「あんジョイ

プラン」としています。 

■策定の根拠（背景） 

  ・老人福祉法第２０条の８第１項 

   （市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業（以下「老人福祉事業」という。）の供給体制の確保に関する計画（以下 

    「市町村老人福祉計画」という。）を定めるものとする。） 

   ・介護保険法第１１７条第１項 

   （市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市 

    町村介護保険事業計画」という。）を定めるものとする。） 

■計画期間 平成３０年度～３２年度（３年間） 

■策定期間における市民参加のスケジュールＨ25年度 Ｈ26年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月           

審議会① 審議会② アンケート 

審議会③ 審議会⑦ パブリックコメン審議会④ 審議会⑤ 審議会⑥ 

WS① WS② 

WS③ 

資料２ 
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平成２８年度市民参加推進調査シート 新規・継続

■ □
■ □
□ □
□ □
□ □

２　市民参加方法の予定と実績

【審議会等】

■ □ □ □

【パブリックコメント】

件
件
件

ワークショップ

１　概要

対象事項の
概要

安城市農業基本条例第１１条に基づき、次期食料・農業・交流基本計画を策定する。

実施期間 平成２８年４月　～　平成２９年３月

№ 8 対象事項 次期食料・農業・交流基本計画の策定

部課名 産業振興部農務課 対象区分 （２）計画の策定・変更

予　定 実　績

委員任期 H27.12.1～H29.11.30 委員任期

ワークショップ

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

備考

審議会等の名称 安城市農業振興協議会 設置根拠 法律・条例

市民参加の
手法

予　定 実　績
審議会等 審議会等

パブリックコメント パブリックコメント

市民説明会 市民説明会

回数 ４回 回数

内容 素案作成、パブリッコメントについて 内容

委員構成内訳
農業者：２人、農業団体代表：５人、事業者：２人、学識経験
者：１人、行政：１人、市民代表：３人（公募ではない） 委員構成内訳

開催日 ８、１０、１２、２月 開催日

周知方法 安城市ウェブサイト 周知方法

備考 備考

会議の公開 公開 非公開 会議の公開 公開 非公開

日数 ３０日間 日数

周知方法
（設置場所）

広報あんじょう、ウェブサイト、公民館等
市の施設（１２箇所）、農務課窓口

周知方法
（設置場所）

予　定 実　績

意見募集期間 平成２９年１月頃 意見募集期間 Ｈ　　年　　月　　日 ～ Ｈ　　年　　月　　日

想定件数 ５件 提出件数 件　　　人

工夫点
・市の施設等に設置し、より多くの市民の
目にふれるようにする

意見の反映
案を修正した　　
案を修正しなかった
感想、対象事項以外の意見等

３　対象年度以外での市民参加の実績と予定について
    なし

備考 備考

反映した
主な意見

結果公表時期 平成２９年３月上旬 結果公表時期

資料２ 
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平成２８年度　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）　

№ 8 対象事項 次期食料・農業・交流基本計画策定 担当課 農務課

上記の理由 国の方針はあるが、市の現状に合わせて策定できるため。

【事業概要及びスケジュール】

　　■計画（条例）の概要
　　　食料自給率と安全な食料の安定的な供給の確保や農業の自然循環機能の維持増進、農業が支える安全で安心な暮らしづくりの推進
　　　　などに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画

　　■策定（制定）の根拠（背景）
　　　・安城市農業基本条例第１１条第１項
　　　　市長は、施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本理念にのっとり、食料・農業・交流基本計画を定めなけれ
         ばならない。
　　■計画期間　平成２９年度～平成３８年度（１０年間）
　　■策定期間における市民参加のスケジュール
　　　・審議会　８月、１０月、１２月、２月
　　　・パブリックコメント　１月

予算額 ５，０００千円（未定） 対象市民 全安城市民

意見を反映できる余地 余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない

資料２ 
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平成２８年度市民参加推進調査シート 新規・継続

■ □
□ □
□ □
□ □
□ □

２　市民参加方法の予定と実績

【審議会等】

■ □ □ □

部課名 建設部建築課 対象区分 （２）計画の策定・変更

№ 9 対象事項 空家等対策計画の策定

１　概要

対象事項の
概要

空家等対策特別措置法に基づく、安城市空家等対策計画（仮称）の策定

実施期間 平成２８年　４月　～　平成３０年　３月

市民説明会 市民説明会

ワークショップ ワークショップ

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

備考

予　定 実　績

審議会等の名称 安城市空き家対策協議会（仮称） 設置根拠 法律・条例

市民参加の
手法

予　定 実　績
審議会等 審議会等

パブリックコメント パブリックコメント

委員任期 2年 委員任期

委員構成内訳
市長・町内会連絡協議会・法務・不動産・
建築・公募市民等１０名程度

委員構成内訳

開催日 11月頃 開催日

非公開

回数 １回程度 回数

内容 対策計画作成及び特定空家等に関する協議 内容

会議の公開 公開 非公開 会議の公開 公開

３　対象年度以外での市民参加の実績と予定について

＜平成２９年度予定＞
・安城市空き家対策協議会（仮称）開催
・パブリックコメントの実施

周知方法 安城市公式ウェブサイト 周知方法

備考 備考

資料２ 
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平成２８年度　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）　

№ 9 対象事項 空家等対策計画の策定 担当課 建設部建築課

予算額 ３，０００千円 対象市民 全安城市民

意見を反映できる余地 余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない

11月 12月 1月 2月 3月

上記の理由 空き家について、建築構造や法律に基づいて意見を頂く内容が多いものと予想されるため。

【事業概要及びスケジュール】

■計画の概要
　　安城市内の空き家対策に関する基本方針や施策を定め、空き家の適正管理や悪影響を及ぼしている空き家の是正を推
進します。

■策定の根拠
　・空家等対策の推進に関する特別措置法第６条（努力義務）

■計画期間　平成３０年度～平成３４年度（５年間）予定

■策定期間における市民参加のスケジュール

平成28年度 平成29年度
3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

パブリックコメン
協議会① 協議会② 協議会④ 協議会③ 協議会⑤ 

資料２ 
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平成２８年度市民参加推進調査シート 新規・継続

■ □
■ □
□ □
□ □
■ □

２　市民参加方法の予定と実績

【審議会等】

■ □ □ □

【パブリックコメント】

件
件
件

ワークショップ

１　概要

対象事項の
概要

現計画の内容を基本とし、新たな施策、成果指標を設定した計画に改訂する。

実施期間 平成28年4月　～　平成29年3月

№ 10 対象事項 エコサイクルシティ計画の改訂

部課名 都市整備部都市計画課 対象区分 （２）計画の策定・変更

予　定 実　績

委員任期 2年 委員任期

ワークショップ

その他（アンケート　　　　　　　　　　　　　　　　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

備考

審議会等の名称 エコサイクルシティ計画改訂委員会 設置根拠 規則・要綱等その他

市民参加の
手法

予　定 実　績
審議会等 審議会等

パブリックコメント パブリックコメント

市民説明会 市民説明会

回数 ４回程度 回数

内容 見直し案に対する意見聴取 内容

委員構成内訳

交通関係事業者2人、商業団体等の代表者3
人、地域企業の代表者1人、自転車又は環境
に関わる市民団体の代表者2人、公共団体等
の代表者3人

委員構成内訳

開催日 ６月、９月、１２月、３月頃 開催日

周知方法 安城市ウェブサイト 周知方法

備考 備考

会議の公開 公開 非公開 会議の公開 公開 非公開

日数 30日間 日数

周知方法
（設置場所）

広報あんじょう、ウェブサイト、公民館等
市の施設（１２箇所）、市民協働課窓口、
市政情報コーナー

周知方法
（設置場所）

予　定 実　績

意見募集期間 平成29年1月ごろ 意見募集期間 Ｈ　　年　　月　　日 ～ Ｈ　　年　　月　　日

想定件数 ５件 提出件数 件　　　人

工夫点

・市の施設等に設置し、より多くの市民の
目にふれるようにする
・閲覧用だけでなく、貸し出し用も用意を
する

意見の反映
案を修正した　　
案を修正しなかった
感想、対象事項以外の意見等

備考 備考

反映した
主な意見

結果公表時期 平成２９年３月下旬 結果公表時期

資料２ 
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【アンケート】

調査対象 市内在住１８歳以上の男女 調査対象

抽出方法 無作為抽出 抽出方法

予　定 実　績

配布数 3,000枚程度 配布数

回収数 1,000枚程度　　　　　　（回収率33.3％） 回収数 　　　　　　　　　　　（回収率　　％）

調査方法 調査票郵送、郵送回収 調査方法

調査時期 H28.4頃 調査時期

３　対象年度以外での市民参加の実績と予定について

なし

活用方法 現状把握
反映した
主な意見

備考 備考
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上記の理由 計画の一部改訂であるため

Ｈ28年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

予算額 3,100千円 対象市民 安城市在住者

意見を反映できる余地 余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない

平成２８年度　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）　

№ 10 対象事項 エコサイクルシティ計画の改訂 担当課 都市計画課

■計画（条例）の概要 
  環境にやさしい自転車を、クルマにかわる都市交通の一手段として位置づけ、環境首都を目指す取り組みのひとつとして、 

  明治用水緑道を機軸に安全で快適に自転車が利用できる環境整備を行い、自転車が暮らしの中で交通手段として当たり前 

  のように利用され、市民が健康に暮らし、街なかが活気にあふれた環境に優しいまちづくりを進める。 
 

■策定（制定）の根拠（背景） 

  ・第７次総合計画 

   目指す都市像「市民とともに育む環境首都・安城」、主要プロジェクト「健康的で環境にやさしい交通環境づくり」の 

   「エコサイクルシティの実現」 

   ・第８次総合計画総合計画 

   目指す都市像「健幸都市・安城」 

■計画期間 平成１９年度～平成３５年度（予定） 
 

■策定期間における市民参加のスケジュール 
 

 

パブリックコメン審議会① 審議会② 審議会④ 審議会③ アンケート 

資料２ 
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